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今
年
も
申
告
の
時
期
に
な
り
ま

し
た
。
日
程
表
の
と
お
り
申
告
相

談
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
申
告
は

令
和
３
年
度
の
市
県
民
税
、
国
民

健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
の
算

定
資
料
と
な
り
ま
す
。
申
告
が
必

要
な
人
は
各
申
告
会
場
で
申
告
く

だ
さ
い
。
税
務
署
で
所
得
税
の
申

告
を
す
る
人
は
、
市
県
民
税
の
申

告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、

申
告
期
間
中
は
、
担
当
職
員
が
各

会
場
に
出
向
い
て
不
在
と
な
る
の

で
、
本
庁
で
の
申
告
受
付
は
で
き

ま
せ
ん
。
必
ず
各
申
告
会
場
で
申

告
く
だ
さ
い
（
申
告
日
程
は
３

ペ
ー
ジ
）。

※
市
県
民
税
は
、
個
人
住
民
税
と

も
言
い
ま
す
。

　

申
告
相
談
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
対
策
を
実
施
し

て
行
い
ま
す
。
３
密
の
機
会
を
減

ら
す
た
め
に
も
所
得
税
の
申
告
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
に
よ

る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ

ト
な
ど
で
の
申
告
を
検
討
く
だ
さ

い
。
申
告
会
場
に
来
場
の
際
は
、

手
洗
い
や
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願

い
し
ま
す
。
ま
た
体
調
が
悪
い
人

は
来
場
を
遠
慮
く
だ
さ
い
。ま
た
、

受
付
前
に
検
温
を
実
施
し
て
37
・

５
度
以
上
な
ど
の
発
熱
が
み
ら
れ

る
人
、
過
去
２
週
間
以
内
に
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
地
域
・
拡

大
地
域
へ
の
往
来
や
接
触
が
あ
っ

た
人
や
家
族
が
い
る
場
合
は
入
場

を
お
断
り
し
ま
す
。

　

な
お
、
来
場
さ
れ
た
車
で
順
番

待
ち
を
し
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ

り
ま
す
。
感
染
防
止
策
へ
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
の
導
入
に
と

も
な
い
、
申
告
書
に
個
人
番
号
の

記
載
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
申
告

書
を
提
出
す
る
と
き
に
本
人
確
認

が
必
要
と
な
り
、
申
告
す
る
本
人

の
個
人
番
号
の
「
番
号
確
認
」
と

「
身
元
確
認
」
を
実
施
し
ま
す
。

本
人
確
認
に
必
要
な
も
の
は
次
の

と
お
り
で
す
。

▼
番
号
確
認

　

個
人
番
号
カ
ー
ド

▼
身
元
確
認

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
な
ど

　

確
定
申
告
書
は
、
書
面
に
代
わ

り
電
子
申
告
で
税
務
署
に
提
出
し

ま
す
。
電
子
申
告
に
は
、「
利
用

者
識
別
番
号
（
16
ケ
タ
）」
が
必

要
で
す
。
税
務
署
か
ら
の
案
内
で

事
前
に
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ど
、

す
で
に
利
用
者
識
別
番
号
を
取
得

し
て
い
る
人
は
番
号
が
記
載
さ
れ

た
書
類
を
申
告
会
場
に
持
参
く
だ

さ
い
。
な
お
、
以
前
小
林
地
区
の

中
央
公
民
館
会
場
で
申
告
相
談
を

行
い
、
そ
の
と
き
に
番
号
を
取
得

し
た
人
は
、
持
参
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
申
告
の
内
容
な
ど
に

よ
っ
て
書
面
提
出
と
な
る
確
定
申

告
書
も
あ
り
ま
す
。

　

次
の
証
明
書
の
交
付
や
各
種
申

請
手
続
き
な
ど
が
で
き
な
い
恐
れ

が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ

い
。

▼
所
得
証
明
書
・
課
税
証
明
書

▼
市
営
住
宅
・
県
営
住
宅
の
申
請

▼
児
童
手
当
申
請

▼
幼
稚
園
・
保
育
園
・
認
定
こ
ど

も
園
の
入
園
申
請

▼
医
療
費
な
ど
の
給
付

◆
令
和
２
年
中
に
次
の
よ
う
な
所

得
が
あ
る
人

・
営
業
所
得
（
自
営
業
、
外
交
員
、

大
工
職
、
左
官
職
、
ホ
ス
テ
ス
職

な
ど
）

・
農
業
所
得

・
不
動
産
所
得（
貸
地
、貸
家
な
ど
）

・
雑
所
得
（
年
金
〈
個
人
年
金
、

遺
族
年
金
、
障
害
者
年
金
を
含

む
〉、
原
稿
料
な
ど
）

・
一
時
所
得
（
生
命
保
険
の
満
期

返
戻
金
な
ど
）

・
譲
渡
所
得
（
土
地
、
建
物
な
ど

の
売
却
に
よ
る
収
入
な
ど
）

・
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら

の
配
分
金

※
農
業
、
営
業
、
不
動
産
と
い
っ

　

た
事
業
所
得
が
あ
る
人
は
、
必

　

ず
事
前
に
収
入
と
経
費
の
計
算

　

を
し
て
収
支
内
訳
書
な
ど
を
作

　

成
し
て
か
ら
申
告
会
場
に
来
場

　

く
だ
さ
い
。
計
算
を
し
て
い
な

　

い
場
合
は
、
計
算
後
に
受
付
け

　

る
た
め
、
順
番
が
前
後
す
る
合

　

が
あ
り
ま
す
。

※
一
時
所
得
や
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

　

ン
タ
ー
か
ら
の
配
分
金
に
つ
い

　

て
申
告
す
る
人
は
支
払
証
明
書

　

を
持
参
く
だ
さ
い
。

市県民税・国民健康保険税・介護保険料の

申告は３月 15（月曜 ) まで

確
定
申
告
書
・
市
県
民
税
申
告

書
に
は
、
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）
の
記
載
が
必
要
で
す

確
定
申
告
書
は
、
電
子
申
告
で

税
務
署
に
提
出
し
ま
す

申
告
し
な
か
っ
た
場
合

申
告
の
対
象
者

市県民税・国民健康保険税・介護保険料

令和３年度 申告相談
・税務課　
　℡ 23‐０１１５　
・須木庁舎住民生活課
　℡ 48‐３１３２
・野尻庁舎住民生活課
　℡ 44‐１１００

お
問
い
合
わ
せ
先

新型コロナウイルス感染症
対策を徹底して実施します

感
染
症
対
策
に
協
力
く
だ
さ
い
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※
譲
渡
所
得
が
あ
る
場
合
、
内
容

　

に
よ
っ
て
は
税
務
署
で
の
申
告

　

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

◆
給
与
所
得
者
で
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人

・
勤
務
先
で
年
末
調
整
が
さ
れ
て

い
な
い
。

・
年
末
調
整
に
含
ま
れ
な
い
扶
養

控
除
、
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命

保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど

を
受
け
る
。

・
給
与
所
得
以
外
に
年
金
所
得
や

農
業
な
ど
の
事
業
所
得
が
あ
っ
た

（
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万

円
以
下
で
確
定
申
告
が
不
要
な
人

で
も
、
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

◆
公
的
年
金
の
受
給
者
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
公
的
年
金
収
入
以
外
に
給
与
所

得
や
農
業
な
ど
の
事
業
所
得
が

あ
っ
た
。

・
年
金
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ

れ
な
い
扶
養
控
除
、
社
会
保
険
料

控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
、
医
療

費
控
除
な
ど
を
受
け
る
。

※
公
的
年
金
の
収
入
金
額
の
合
計

　

額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
他

　

の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
人
は

　

所
得
税
の
申
告
（
確
定
申
告
）

　

は
不
要
で
す
が
、
所
得
税
の
還

　

付
を
受
け
る
た
め
の
還
付
申
告

　

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

　

た
、
所
得
税
の
申
告
が
不
要
で

　

も
、
扶
養
控
除
な
ど
の
各
種
控

　

除
を
受
け
る
人
は
市
県
民
税
申

　

告
が
必
要
で
す
。

◆
令
和
２
年
中
に
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人

・
生
活
保
護
、
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
、
児
童
扶
養
手
当
、
傷
病
手

当
、
雇
用
保
険
な
ど
の
非
課
税
と

な
る
収
入
の
み
で
、
ほ
か
に
収
入

が
な
い
。

・
市
外
に
住
所
が
あ
る
家
族
の
被

扶
養
者
と
な
っ
て
い
る
（
例
：
市

外
に
単
身
赴
任
中
の
夫
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
な
ど
）

※
小
林
市
税
条
例
で
市
県
民
税
が

　

非
課
税
と
な
る
人
は
申
告
し
な

　

く
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す

　

が
、
申
告
を
し
な
い
と
税
証
明

　

や
医
療
保
険
な
ど
の
各
種
手
続

　

き
に
支
障
を
来
す
場
合
が
あ
り

　

ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
申
告
者
全
員
に
共
通
す
る
も
の

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
個
人
番

号
が
確
認
で
き
る
も
の

・
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な

ど
身
元
確
認
が
で
き
る
も
の

・
印
鑑
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
な
ど
の
ス

タ
ン
プ
印
不
可
）

◆
各
対
象
者
の
み
持
参
す
る
も
の

▼
給
与
、
年
金
の
収
入
が
あ
る
人

　

源
泉
徴
収
票
、
給
与
支
払
証
明

書
な
ど

▼
農
業
、
営
業
、
不
動
産
な
ど
の

事
業
所
得
が
あ
る
人

　

令
和
２
年
中
の
収
入
と
支
出
が

わ
か
る
帳
簿
、
収
支
内
訳
書
、
領

収
書
な
ど

※
帳
簿
記
帳
を
し
て
い
な
い
人
は

　

事
前
に
収
入
金
額
と
必
要
経
費

　

を
計
算
し
て
収
支
内
訳
書
を
作

　

成
の
う
え
持
参
く
だ
さ
い
。

※
肉
用
牛
を
出
荷
し
た
人
は
、
売

　

却
証
明
書
を
持
参
く
だ
さ
い
。

※
前
年
に
農
業
所
得
に
か
か
る
減

　

価
償
却
資
産
が
あ
っ
た
人
に
事

　

前
調
査
票
を
送
付
し
て
い
ま

　

す
。
円
滑
か
つ
迅
速
な
申
告
相

　

談
の
実
施
を
目
的
と
し
て
い
ま

　

す
の
で
、
市
へ
調
査
票
を
未
提

　

出
の
人
は
、
早
め
の
提
出
を
お

　

願
い
し
ま
す
。

▼
一
時
所
得
（
生
命
保
険
の
一
時

金
や
満
期
返
戻
金
な
ど
）
が
あ
る

人
　

収
入
金
額
と
払
込
保
険
料
な
ど

の
必
要
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
保

険
会
社
な
ど
支
払
元
か
ら
送
付
さ

れ
る
書
類
な
ど
）

▼
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
人

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
（
国
民

年
金
保
険
料
、
社
会
保
険
任
意
継

続
保
険
料
な
ど
）

※
市
の
申
告
会
場
で
申
告
す
る
人

　

は
、
ほ
け
ん
課
発
行
の
「
納
付

　

確
認
書
（
申
告
用
）」
は
必
要

　

あ
り
ま
せ
ん
。

※
令
和
２
年
中
に
転
入
し
た
人
で

　

前
住
所
地
で
国
民
健
康
保
険
税

　
（
料
）
な
ど
の
納
付
を
し
て
い

　

る
場
合
は
、
前
住
所
地
自
治
体

　

発
行
の
証
明
書
が
必
要
で
す
。

▼
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険

料
控
除
を
受
け
る
人

　

保
険
会
社
が
発
行
す
る
生
命
保

険
料
、
損
害
保
険
料
、
地
震
保
険

料
な
ど
の
支
払
証
明
書

▼
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
な
ど

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

　
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
ま

た
は
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
の
明
細
書
」
の
い
ず
れ
か

※
明
細
書
を
作
成
し
て
添
付
す
る

　

こ
と
で
、
領
収
書
の
提
示
と
添

　

付
が
不
要
と
な
り
ま
す
。
た
だ

　

し
、
領
収
書
は
本
人
が
5
年
間

　

保
管
し
ま
す
。

▼
寄
附
金
税
額
控
除
を
受
け
る
人

　

寄
附
先
か
ら
発
行
さ
れ
る
証
明

書
な
ど

▼
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
人

　

口
座
振
込
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
申
告
者
本
人
の
名
義
の
預
金

通
帳
な
ど

　

お
住
い
の
地
区
の
申
告
会
場
で

申
告
で
き
な
い
人
は
、
次
の
会
場

で
も
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
各
地
区
と
も
土
日
を
除
く

◆
小
林
地
区
（
中
央
公
民
館
）

　

３
月
１
日
～
３
月
15
日

◆
須
木
地
区
（
須
木
庁
舎
）

　

３
月
５
日
～
３
月
15
日

◆
野
尻
地
区
（
野
尻
庁
舎
）

　

３
月
３
日
、
10
日
を
除
く
３
月

２
日
～
３
月
15
日

※
小
林
地
区
（
中
央
公
民
館
）
は
、

　

３
月
15
日
ま
で
地
区
の
割
り
当

　

て
を
し
て
い
ま
す
。
日
に
よ
っ

　

て
大
変
混
雑
す
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
。

●
問

・
小
林
税
務
署

　

℡
23
‐
３
１
２
６

・
税
務
課

　

℡
23
‐
０
１
１
５

申
告
に
必
要
な
も
の

お
住
い
の
地
区
の
申
告
会
場

で
申
告
で
き
な
い
場
合

月日 曜日

対象地区 会場 対象地区 会場 対象地区 会場

2 月 10 日 水 細野１区 南部いろり村 ー ー 野尻１区 やすらぎ荘
2 月 12 日 金 細野 2 区 南部いろり村 ー ー 野尻２区 やすらぎ荘

2 月 15 日 月 細野 3 区 南部いろり村 ー ー 野尻１・２区
（午前中のみ） やすらぎ荘

2 月 16 日 火
西堤区
北堤区

南堤区（木場）

農村環境改善
センター 内山 内山地域福祉

センター ー ー

２月 17 日 水 水流迫区
南堤区（岩瀬・下堤）

農村環境改善
センター ー ー 野尻５区

いきいきコミュニ
ティセンター

2 月 18 日 木 北西２区 東方研修館 奈佐木 須木庁舎 野尻６区
いきいきコミュニ

ティセンター

2 月 19 日 金 東方２区 東方研修館 奈佐木 須木庁舎 野尻５・６区
（午前中のみ）

いきいきコミュニ
ティセンター

2 月 22 日 月 東方１区 東方研修館 麓 須木庁舎 ー ー

2 月 24 日 水 北西１区
北西３区

西ノ原農村
集会所 永田 須木庁舎 ー ー

2 月 25 日 木 南西２区
南西４区

西ノ原農村
集会所 永田 須木庁舎 野尻３区 野尻庁舎

2 月 26 日 金 南西１の西区
南西３区

西ノ原農村
集会所 原 須木庁舎 野尻４区 野尻庁舎

3 月１日 月 真方１区 中央公民館 中河間 須木庁舎 野尻３・４区 野尻庁舎
3 月 2 日 火 真方 2 区 中央公民館 夏木・堂屋敷 須木庁舎 全地区 野尻庁舎

3 月 3 日 水 真方 3 区
坂元区 中央公民館 上九瀬 須木庁舎 ー ー

3 月 4 日 木
南真方東区
南真方西区
南真方区

中央公民館 下九瀬 須木庁舎 全地区 野尻庁舎

3 月 5 日 金 上町の全区
永田町区 中央公民館 全地区 須木庁舎 全地区 野尻庁舎

3 月８日 月 上町の全区
永田町区 中央公民館 全地区 須木庁舎 全地区 野尻庁舎

3 月 9 日 火 通り町区
種子田区 中央公民館 全地区 須木庁舎 全地区 野尻庁舎

3 月 10 日 水 後川内区
南西１の東区 中央公民館 全地区 須木庁舎 ー ー

3 月 11 日 木 西町の全区
緑町区 中央公民館 全地区 須木庁舎 全地区 野尻庁舎

3 月 12 日 金
南島田区
本町区
仲町区

中央公民館 全地区 須木庁舎 全地区 野尻庁舎

3 月 15 日 月 新生町区 中央公民館 全地区 須木庁舎 全地区 野尻庁舎

小林地区
（受付時間）

午前：9 時～ 11 時
午後：13 時～ 15 時

※中央公民館駐車場８時～

須木地区
（受付時間）

午前：９時～ 12 時
（内山地区のみ 9 時 30 分～）

午後：13 時～ 16 時

野尻地区
（受付時間）

午前：9 時～ 11 時 30 分
午後：13 時～ 15 時 30 分

※２月 15 日、19 日は 11 時まで受付

■令和３年度申告相談日程　市県民税・国民健康保険税・介護保険料



　

地
方
税
法
３
４
１
条
第
４
号
に

規
定
す
る
償
却
資
産
を
所
有
す
る

事
業
者
は
、
法
人
・
個
人
を
問
わ

ず
申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

◆
地
方
税
法
３
４
１
条
第
４
号
に

規
定
す
る
償
却
資
産
と
は

①
土
地
・
家
屋
を
除
く
事
業
用
の

資
産
（
機
械
類
や
建
築
物
、
備
品

な
ど
）

②
法
人
税
法
ま
た
は
所
得
税
法
の

規
定
に
よ
り
減
価
償
却
額
（
費
）

と
し
て
申
告
す
る
資
産
の
う
ち
、

次
に
あ
げ
る
以
外
の
も
の

・
取
得
価
格
が
少
額
な
資
産（
例
：

取
得
価
格
が
10
万
円
未
満
ま
た
は

耐
用
年
数
が
１
年
未
満
の
も
の
）

・
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
資
産

◆
申
告
対
象
者

　

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
に
事
業
用
資
産
を
所
有
し
て
い

る
人
ま
た
は
事
業
所
、
農
業
法
人

な
ど

※
工
場
や
商
店
な
ど
の
経
営
だ
け

　

で
な
く
、
農
業
経
営
、
ア
パ
ー

　

ト
経
営
、
太
陽
光
発
電
に
よ
る

　

売
電
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
の
で

　

注
意
く
だ
さ
い
。

◆
申
告
方
法

　

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
に
よ
る
申
告
、

ま
た
は
税
務
課
、
須
木
庁
舎
住
民

生
活
課
、
野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課

窓
口
、
郵
送
に
て
申
告
書
を
提
出

く
だ
さ
い
。

◆
申
告
締
切　

２
月
１
日（
月
曜
）

●
問

・
税
務
課
（
資
産
税
グ
ル
ー
プ
）

　

℡
23
‐
０
１
１
５

　

令
和
３
年
度
の
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
入
会
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。

◆
対
象
児
童

　

保
護
者
が
仕
事
な
ど
に
よ
り
昼

間
家
庭
に
い
な
い
小
学
生

◆
申
込
方
法

　

令
和
３
年
４
月
か
ら
利
用
を
希

望
す
る
人
は
、
現
在
入
会
し
て
い

る
人
も
含
め
て
入
会
申
請
書
を
提

出
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
書
配
布
場
所

　

各
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
子
育

て
支
援
課
、
野
尻
庁
舎
住
民
生
活

課※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

　

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◆
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

①
小
林
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
小
林
小
学
校
内
施
設
）

②
南
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
南
保
育
園
内
）

③
三
松
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
三
松
小
学
校
内
施
設
）

④
細
野
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
細
野
小
学
校
内
教
室
）

⑤
こ
ば
と
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
こ
ば
と
保
育
園
内
）

⑥
東
方
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
東
方
保
育
園
内
）

⑦
西
小
林
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
西
小
林
保
育
園
内
）

⑧
野
尻
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
野
尻
小
学
校
前
施
設
）

⑨
紙
屋
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
紙
屋
小
学
校
内
教
室
）

⑩
栗
須
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
栗
須
小
学
校
内
教
室
）

⑪
三
松
小
第
２
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
（
三
松
公
民
館
）

⑫
緑
ヶ
丘
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
市
役
所
第
４
別
館
隣
）

⑬
大
塚
原
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
大
塚
原
認
定
こ
ど
も
園
内
）

⑭
三
松
小
第
３
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
（
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
）

※
令
和
３
年
度
は
、
生
活
科
室
か

ら
改
善
セ
ン
タ
ー
に
変
更
予
定

⑮
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
Ｈ
Ｕ

Ｇ
通
り
町
（
小
林
市
通
り
町
）

※
⑭
・
⑮
は
新
設

▼
受
付
期
間

　

１
月
27
日
（
水
曜
）

　

～ 

２
月
17
日
（
水
曜
）

※
土
日
、
祝
日
を
除
く

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
選
考

▼
受
付
場
所

　

各
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

●
問

・
子
育
て
支
援
課

　

℡
23
‐
１
２
７
８

◆
対
象
者

　

県
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人

※
昭
和
37
年
４
月
１
日
以
前
生

◆
参
加
料　

５
０
０
円

※
種
目
に
よ
っ
て
別
途
プ
レ
イ
代

　

が
必
要

◆
申
込
期
間

　

２
月
１
日
（
月
曜
）

　

～
２
月
26
日
（
金
曜
）

◆
開
催
日

　

５
月
16
日
（
日
曜
）

　

～
６
月
６
日
（
日
曜
）

※
競
技
に
よ
り
日
程
が
異
な
る

◆
場
所

　

ひ
な
た
県
総
合
運
動
公
園
ほ
か

◆
競
技
種
目

▼
ス
ポ
ー
ツ
種
目
（
26
種
目
）

　

ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
、テ
ニ
ス
、

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
、ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
、

ペ
タ
ン
ク
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー

ド
ゴ
ル
フ
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル

フ
、
バ
ウ
ン
ド
テ
ニ
ス
、
ミ
ニ
バ

レ
ー
ボ
ー
ル
、
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ

ー
ル
、ミ
ニ
テ
ニ
ス
、弓
道
、剣
道
、

な
ぎ
な
た
、
太
極
拳
、
四
半
的
弓

道
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
、
ゴ
ル
フ
、
サ

ッ
カ
ー
、
ラ
グ
ビ
ー
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
、
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
、
水
泳
、
卓

球
バ
レ
ー
、
ダ
ン
ス
ス
ポ
ー
ツ
、

還
暦
軟
式
野
球
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

▼
文
化
種
目
（
３
種
目
）

　

囲
碁
、
将
棋
、
健
康
マ
ー
ジ
ャ

ン※
競
技
詳
細
や
会
場
、
申
込
方
法

　

な
ど
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選

●
申
・
問

・
長
寿
介
護
課

　

℡
23
‐
１
１
４
０

・
須
木
庁
舎
住
民
生
活
課

　

℡
48
‐
３
１
３
２

・
野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課

　

℡
44
‐
１
１
０
０

・
県
社
会
福
祉
協
議
会
長
寿
社
会

推
進
セ
ン
タ
ー

　

℡
０
９
８
５
‐
31
‐
９
６
３
０
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【ご注意ください！】新型コロナウイルス感染症の状況によって、　　記載の催しなどが中止・延期の場合があります。詳しくは各問合せ先に確認ください。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
い
る
ひ
と
り
親

世
帯
等
を
支
援
す
る
た
め
、
ひ
と

り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
の
再

支
給
を
行
い
ま
す
。
令
和
２
年
12

月
11
日
時
点
で
『
基
本
給
付
』
の

申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

再
支
給
分
の
申
請
を
同
時
に
行
う

こ
と
で
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
対
象
者
は
必
要
書
類
を

揃
え
て
申
請
期
間
内
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
令
和
２

年
12
月
10
日
ま
で
に『
基
本
給
付
』

の
支
給
を
受
け
て
い
る
人
は
、
令

和
２
年
12
月
25
日
に
前
回
と
同
じ

振
込
口
座
へ
支
給
し
て
い
ま
す
の

で
入
金
を
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
支
給
対
象
者　

［
基
本
給
付
金
（
再
支
給
含
む
）］

次
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人

①
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養

　

手
当
が
支
給
さ
れ
る
人

②
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
お
り

　

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養

　

手
当
が
全
額
支
給
停
止
の
人

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

　

す
る
な
ど
、
収
入
が
児
童
扶
養

　

手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
と
同

　

じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
人

［
追
加
給
付
金
］

　

基
本
給
付
金
対
象
の
①
と
②
に

該
当
す
る
人
の
う
ち
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
て
家
計
が
急
変
し
、
収
入
が
大

き
く
減
少
し
て
い
る
人

◆
支
給
額

▼
基
本
給
付
金
（
再
支
給
含
む
）

　

１
世
帯
５
万
円
、
第
２
子
以
降

１
人
に
つ
き
３
万
円
加
算

▼
追
加
給
付
金

　

１
世
帯
５
万
円

※
給
付
金
の
振
り
込
み
は
、
申
請

内
容
の
審
査
及
び
支
給
決
定
後
に

随
時
行
い
ま
す

◆
申
請
期
限

・
窓
口　

２
月
26
日
（
金
曜
）

・
郵
送　

２
月
28
日
（
日
曜
）

※
１
月
４
日
か
ら
受
付
中

※
郵
送
の
場
合
は
期
限
日
必
着

◆
申
請
書
の
配
布

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
か
、
子
育
て
支
援
課

窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

※
現
在
、
児
童
扶
養
手
当
の
認
定

　

を
受
け
て
い
な
い
人
も
、
支
給

　

対
象
者
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

　

す
の
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

※
申
請
す
る
と
き
は
、
顔
写
真
付

　

の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
、

　

口
座
確
認
が
で
き
る
も
の
、
印

　

鑑
を
持
参
く
だ
さ
い

●
申
・
問
・
子
育
て
支
援
課

　

℡
23
‐
１
２
７
８

　

次
の
計
画
に
対
す
る
意
見
を
募

集
し
ま
す
。「
意
見
等
提
出
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
担
当
課

窓
口
へ
持
参
、
郵
便
、
フ
ァ
ッ
ク

ス
、
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法

で
提
出
く
だ
さ
い
。

「
小
林
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計

画
・
第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画

（
案
）」

◆
募
集
期
間　

１
月
12
日（
火
曜
）

　

～
２
月
10
日
（
水
曜
）

◆
閲
覧
場
所

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
情
報
公
開

室
（
総
務
課
内
）、
長
寿
介
護
課
、

健
康
推
進
課
、
須
木
庁
舎
地
域
振

興
課
、
野
尻
庁
舎
地
域
振
興
課
、

西
小
林
出
張
所
、
紙
屋
出
張
所
、

中
央
公
民
館
、
文
化
会
館
、
市
立

図
書
館（
本
館
、須
木
・
野
尻
分
館
）

●
問
・
長
寿
介
護
課

　

℡
23
‐
１
１
４
０

　
　

23
‐
４
９
３
４

　
　

k_kaigo@
city.

　
　
　
　
　
　

kobayashi.lg.jp

「
に
し
も
ろ
地
域
成
年
後
見
制
度

利
用
促
進
基
本
計
画
（
案
）」

◆
募
集
期
間　

１
月
12
日（
火
曜
）

　

～
２
月
10
日
（
水
曜
）

◆
閲
覧
場
所

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
情
報
公
開

室
（
総
務
課
内
）、
長
寿
介
護
課
、

福
祉
課
、
健
康
推
進
課
、
須
木
庁

舎
地
域
振
興
課
、
野
尻
庁
舎
地
域

振
興
課
、
西
小
林
出
張
所
、
紙
屋

出
張
所
、
中
央
公
民
館
、
文
化
会

館
、
市
立
図
書
館
（
本
館
、
須
木
・

野
尻
分
館
）

●
問
・
長
寿
介
護
課

　

℡
23
‐
１
１
４
０

　
　

23
‐
４
９
３
４

　
　

k_kaigo@
city.

　
　
　
　
　
　

kobayashi.lg.jp

「
第
６
期
小
林
市
障
が
い
福
祉
計

画
・
第
２
期
小
林
市
障
が
い
児
福

祉
計
画
（
案
）」

◆
募
集
期
間　

１
月
25
日（
月
曜
）

　

～
２
月
24
日
（
水
曜
）

◆
閲
覧
場
所

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
情
報
公
開

室
（
総
務
課
内
）、
福
祉
課
、
須

木
庁
舎
住
民
生
活
課
、
野
尻
庁
舎

住
民
生
活
課
、
西
小
林
出
張
所
、

紙
屋
出
張
所
、

●
問
・
福
祉
課

　

℡
23
‐
０
１
１
１

　
　

23
‐
４
９
３
４

　
　

k_fukushi@
city.

　
　
　
　
　
　

kobayashi.lg.jp

令
和
3
年
度
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
の
申
込
受
付

案　

内

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在

固
定
資
産
税
償
却
資
産

の
申
告
に
つ
い
て

「ひとり親世帯臨時特別給付金」の

不審な電話や郵便があった場合は、下記まで連絡ください。
　・子 育 て 支 援 課　℡ 23‐1278
　・小 林 警 察 署　℡ 23‐0110
　・警察相談専用電話　＃ 9110

“振り込め詐欺” や “個人情報の搾取”
　　　　　にご注意ください

市ホームページ

ひ
と
り
親
世
帯
な
ど
へ

の
臨
時
特
別
給
付
金

（
再
支
給
分
）

℡
０
１
２
０
‐
４
０
０
‐
９
０
３

（
受
付
：
平
日
９
時
～
18
時
）

●
厚
生
労
働
省

「
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付

金
」
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

宮
崎
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク

２
０
２
１
参
加
者
募
集

募　

集

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

意
見
を
募
集
し
ま
す

Mail FAX

Mail FAXMail FAX
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【ご注意ください！】新型コロナウイルス感染症の状況によって、　　記載の催しなどが中止・延期の場合があります。詳しくは各問合せ先に確認ください。

２０２1 年　1 月 15 日号Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ２０２1 年　1 月 15 日号 Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ
　

小
規
模
特
認
校
制
度
と
は
、
一

定
の
条
件
の
も
と
、
小
規
模
校
の

特
性
を
活
か
し
特
定
の
通
学
区
域

外
か
ら
の
転
入
学
を
認
め
る
も
の

で
す
。

◆
対
象
校
（
指
定
校
）

・
幸
ヶ
丘
小
学
校

※
複
式
指
導
を
し
て
い
ま
す

◆
転
入
学
条
件

・
本
来
通
学
す
べ
き
学
校
が
、
小

林
小
学
校
ま
た
は
三
松
小
学
校
の

児
童
で
あ
る
。

・
保
護
者
の
責
任
に
お
い
て
、
通

学
す
る
児
童
を
送
迎
で
き
る
。

・
転
入
先
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
や
学
校

の
指
導
体
制
な
ど
に
関
し
全
面
的

に
協
力
で
き
る
。

・
１
年
以
上
の
通
年
通
学
が
で
き

る
。

※
詳
細
は
問
い
合
せ
く
だ
さ
い

◆
申
請
方
法

　

申
請
書
に
よ
り
、
学
校
教
育
課

へ
申
請
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
期
限

　

２
月
10
日
（
水
曜
）

◆
申
・
問

・
学
校
教
育
課

　

℡
23
‐
０
４
２
４

　

米
の
と
ぎ
汁
、
Ｅ
Ｍ
菌
を
使
っ

て
肥
料
作
り
を
学
び
、
今
後
の
野

菜
作
り
に
活
用
し
ま
せ
ん
か
。

◆
日
時

　

３
月
１
日
（
月
曜
）

　

10
時
～
12
時

◆
場
所

　

野
尻
庁
舎
２
階（
第
２
会
議
室
）

◆
参
加
費　

無
料

※
材
料
費
別
途
必
要

◆
定
員　

10
人

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選

◆
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
人

◆
申
込
締
切

　

２
月
15
日
（
月
曜
）

◆
申
込
方
法

　

教
育
部
野
尻
分
室
窓
口
ま
た

は
、電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
時
間

　

月
曜
～
金
曜
の
９
時
～
17
時

※
祝
日
を
除
く

●
申
・
問

・
教
育
部
野
尻
分
室

　

℡
44
‐
１
１
０
０

　

市
で
は
、
法
務
専
門
監
（
法
曹

有
資
格
者
）
に
よ
る
法
律
講
座
を

開
催
し
て
い
ま
す
（
今
年
度
は
全

６
回
）。
第
６
回
の
テ
ー
マ
は「
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
証
拠
を
裁
判
官
は

ど
う
裁
く
の
か
？
」
で
す
。
参
加

費
無
料
で
す
の
で
、
気
軽
に
参
加

く
だ
さ
い
。

◆
日
時

　

２
月
13
日
（
土
曜
）

　

14
時
～
17
時

◆
場
所

　

小
林
中
央
公
民
館
１
階
会
議
室

◆
対
象

　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

◆
参
加
費　

無
料

◆
定
員　

30
人

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選

◆
申
込
締
切

　

２
月
１
日
（
月
曜
）

◆
申
込
方
法

　

市
民
課
へ
電
話
で
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

◆
受
付
時
間

　

月
曜
～
金
曜
の
９
時
～
17
時

※
祝
日
を
除
く

●
申
・
問

・
市
民
課

　

℡
23
‐
１
１
４
１

　

フ
ッ
化
物
塗
布
体
験
と
歯
の
健

康
相
談
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

２
月
７
日
（
日
曜
）

　

10
時
～
11
時
受
付

◆
場
所　

市
保
健
セ
ン
タ
ー

◆
参
加
料　

無
料

◆
対
象　

３
歳
～
小
学
生

◆
定
員
（
先
着
）

・
フ
ッ
化
物
塗
布　

50
人

・
健
康
相
談　

６
人

◆
申
込
期
間　

１
月
18
日（
月
曜
）

　

～
２
月
５
日
（
金
曜
）

※
定
員
に
な
り
次
第
終
了

◆
申
込
方
法

　

健
康
推
進
課
へ
電
話
で
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
時
間

　

月
曜
～
金
曜
の
９
時
～
17
時

※
祝
日
を
除
く

◆
注
意
事
項

・
歯
み
が
き
を
す
ま
せ
て
き
て
く

だ
さ
い
。

・
必
ず
保
護
者
同
伴
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

・
母
子
健
康
手
帳
を
持
参
く
だ
さ

い
。

◆
そ
の
他

　

フ
ッ
化
物
に
は
、
歯
の
石
灰
化

を
助
け
、
歯
の
質
を
強
く
す
る
こ

と
で
、
む
し
歯
に
な
り
に
く
い
歯

に
す
る
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
生
え
た
て
の
乳
歯
や
永
久

歯
は
歯
の
質
が
弱
く
む
し
歯
に
な

り
や
す
い
た
め
、
仕
上
げ
み
が
き

や
、
お
や
つ
時
間
・
内
容
の
工
夫

に
加
え
て
、
フ
ッ
化
物
塗
布
す
る

こ
と
で
、
予
防
効
果
が
上
が
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

●
申
・
問
・
健
康
推
進
課

　

℡
23
‐
０
３
２
３

◆
日
時　

２
月
５
日
（
金
曜
）

　

13
時
30
分
開
会

◆
場
所　

文
化
会
館

◆
内
容　

福
祉
分
野
で
活
動
さ
れ

た
個
人
や
団
体
の
表
彰
、
金
婚
夫

婦
の
お
祝
い
、
小
林
市
友
愛
ク
ラ

ブ
会
員
の
米
寿
祝
い
、
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
、
福
祉
シ
ョ
ッ
プ
な
ど

◆
そ
の
他　

11
月
15
日
の
回
覧
で

金
婚
夫
婦
の
募
集
チ
ラ
シ
を
配
布

し
て
い
ま
す
。
申
し
込
み
忘
れ
の

人
は
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
・
福
祉
課

　

℡
23
‐
０
１
１
１

　

住
居
確
保
給
付
金
と
は
、
離
職

な
ど
に
よ
り
経
済
的
に
困
っ
て
お

り
、
住
居
を
失
っ
た
人
、
ま
た
は

失
う
お
そ
れ
の
あ
る
人
に
、
就
労

に
向
け
た
活
動
を
行
う
こ
と
を
条

件
に
、
一
時
的
に
住
居
確
保
給
付

金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安

定
し
た
住
居
の
確
保
と
就
労
に
よ

る
自
立
を
図
る
も
の
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
な
ど
の
状
況
を
踏
ま
え
、
支

給
要
件
を
拡
大
し
、
休
業
な
ど
に

よ
り
収
入
が
減
少
し
、
離
職
な
ど

と
同
程
度
の
状
況
に
あ
り
、
住
居

を
失
う
お
そ
れ
が
生
じ
て
い
る
人

も
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
支
給
額

　

家
賃
相
当
額
は
上
限
額
が
設
定

さ
れ
て
お
り
、
収
入
に
応
じ
て
算

定
さ
れ
た
額
を
支
給
し
ま
す
。

・
単
身
世
帯　

２
万
９
千
円

・
２
人
世
帯　

３
万
５
千
円

・
３
～
５
人
世
帯　

３
万
８
千
円

※
６
人
以
上
世
帯
は
問
い
合
わ
せ

　

く
だ
さ
い
。

◆
支
給
期
間

　

３
か
月
間
（
た
だ
し
、
一
定
の

条
件
に
よ
り
３
か
月
間
ご
と
に
最

長
12
か
月
ま
で
の
延
長
が
可
能
）

◆
支
給
方
法

　

大
家
（
賃
貸
住
宅
の
貸
主
）
ま

た
は
、
不
動
産
仲
介
業
者
な
ど
へ

の
代
理
納
付

●
申
・
問

・
小
林
市
生
活
自
立
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー

　

℡
23
‐
０
３
３
８

※
毎
週
月
曜
～
金
曜
９
時
～
16
時

〒
８
８
６
‐
０
０
０
４

小
林
市
細
野
３
６
７
番
地
１

（
小
林
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
本

館
）

　

生
活
保
護
制
度
は
高
齢
や
病
気

な
ど
で
収
入
が
少
な
く
な
り
、
ど

う
し
て
も
生
活
が
で
き
な
く
な
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
、
国
が
健

康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活

を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
自
立
し

た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
援
助
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で

す
。

　

あ
ら
ゆ
る
手
を
つ
く
し
て
も
生

活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
誰
で
も
平
等
に
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
次
の
よ
う

な
要
件
が
あ
り
ま
す
。

◆
受
給
要
件

▼
能
力
の
活
用

　

働
け
る
人
は
自
分
の
能
力
に
応

じ
て
働
い
て
く
だ
さ
い
。

▼
資
産
の
活
用

　

生
活
必
需
品
以
外
の
余
分
な
資

産
（
自
動
車
、
土
地
、
建
物
、
預

貯
金
な
ど
）
は
、
売
却
す
る
な
ど

し
て
、
生
活
の
た
め
に
活
用
く
だ

さ
い
。

▼
扶
養
義
務
者
の
援
助

　

親
、
子
、
兄
弟
姉
妹
な
ど
か
ら

援
助
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
援
助

し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
他
法
、
他
制
度
の
活
用

　

年
金
や
手
当
、雇
用
保
険
な
ど
、

他
の
制
度
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る

も
の
は
活
用
く
だ
さ
い
。

◆
そ
の
他

　

国
が
定
め
た
最
低
生
活
費
と
、

世
帯
す
べ
て
の
収
入
を
比
べ
て
、

最
低
生
活
費
よ
り
収
入
が
少
な
い

と
き
に
、
不
足
分
が
生
活
保
護
費

と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
申
請
か

ら
決
定
ま
で
、
各
種
調
査
に
日
数

が
か
か
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
相

談
く
だ
さ
い
。

●
問

・
福
祉
課
（
生
活
支
援
グ
ル
ー
プ
）

　

℡
23
‐
０
１
１
１

　

地
域
の
子
ど
も
や
高
齢
者
、
認

知
症
の
人
や
そ
の
家
族
な
ど
、
誰

で
も
気
軽
に
参
加
し
、
交
流
を
深

め
る
場
で
す
。
申
込
み
不
要
で
す

の
で
、会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
問

・
小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
25
‐
０
７
０
７

・
の
じ
り
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
44
‐
２
２
７
１

　

介
護
を
し
て
い
る
人
た
ち
で
悩

み
を
出
し
合
い
、
介
護
に
対
す
る

「
思
い
」
を
共
有
す
る
集
い
を
開

催
し
ま
す
。
介
護
経
験
な
ど
を
語

り
合
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
か
ら

何
か
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。
ど
な
た
で
も

参
加
で
き
ま
す
。

◆
日
時

　

２
月
13
日
（
土
曜
）

　

13
時
30
分
～
15
時

◆
場
所

　

小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

◆
内
容　

懇
談
会

◆
参
加
費　

無
料

◆
そ
の
他　

申
込
み
不
要

●
問

・
小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
25
‐
０
７
０
７

講
座
・
催
し

の
じ
り
生
涯
学
習
講
座

Ｅ
Ｍ
ボ
カ
シ
講
座

令
和
３
年
度

小
規
模
特
認
校
制
度

法
律
を
学
び
ま
せ
ん
か

第
６
回
法
律
講
座

保
健
・
福
祉

住
居
確
保
給
付
金
給
付

要
件
が
拡
大
し
ま
し
た

生
活
保
護
の
受
給
要
件

な
ど
に
つ
い
て

家
族
介
護
者
の
集
い
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

フ
ッ
化
物
塗
布
体
験
と

歯
の
健
康
相
談

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

※感染症の拡大などで休みとなる場合があります。
※次の会場はしばらく休みとなります。
　・小林地区（細野小学校、細野団地集会所、慈敬園交流スペース）

◆オレンジカフェ開催一覧
日　程

2 月 3 日（水曜）
2 月 17 日（水曜）
2 月 24 日（水曜）

参加費
無料
無料

100 円

場　所
永田館
永田館
須木総合ふるさとセンター

時　間地区

野尻

須木
10 時～
11 時 30 分

14 時～
15 時 30 分

茶のん場「ふもと」
ＮＯＳＡＩ跡2 月 24 日（水曜） 無料

こ
ば
や
し
福
祉
推
進
大
会

植樹祭中止について
　２月６日（土曜）に野尻地
区で開催予定の植樹祭は、新
型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止します。
●問＝農業振興課
　℡ 23‐0333
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【ご注意ください！】

新型コロナウイルス感染症の状況によって、記載の催しなどが中止・延期の場合があります。詳しくは各問合せ先に確認ください。

２０２1 年　1 月 15 日号Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ
　

歯
科
医
療
機
関
へ
の
復
職
を
考

え
て
い
る
歯
科
衛
生
士
を
対
象
に

「
復
職
支
援
相
談
会
」
を
実
施
し

ま
す
。

◆
日
時

　

２
月
13
日
（
土
曜
）

　

14
時
～
16
時

◆
場
所

・
宮
崎
県
歯
科
医
師
会
館

（
宮
崎
市
清
水
１
丁
目
12
番
２
号
）

・
都
城
歯
科
医
師
会
館

（
都
城
市
八
幡
町
11
‐
３
）

◆
参
加
料　

無
料

◆
対
象　

歯
科
衛
生
士
の
資
格
を

有
し
て
お
り
、
歯
科
医
療
機
関
へ

の
復
職
を
考
え
て
い
る
人

◆
申
込
期
間

　

１
月
15
日
（
金
曜
）

　

～
２
月
12
日
（
金
曜
）

◆
申
込
方
法　

電
話
で
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

◆
そ
の
他　

参
加
者
に
は
パ
ー
ル

リ
ボ
ン
グ
ッ
ズ
を
進
呈

●
問

・
宮
崎
県
歯
科
医
師
会
事
務
局

　

℡
０
９
８
５
‐
29
‐
０
０
５
５

小
林
市
高
速
情
報
通
信
網
整
備
事
業

光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
ま
す

　

西
小
林
地
区
、
内
山
地
区
で
、
光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

が
始
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
申

込
方
法
、
利
用
料
金
な
ど
に
つ
い
て
、
説
明
会
・
個
別
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始
地
区

▼
西
小
林
地
区

・
申
込
開
始　

３
月
１
日
（
月
曜
）

・
提
供
開
始　

３
月
14
日
（
日
曜
）

▼
内
山
地
区
（
須
木
）

・
申
込
開
始　

３
月
14
日
（
日
曜
）

・
提
供
開
始　

３
月
22
日
（
月
曜
）

サービス提供開始地区

須木地区

野尻地区

小林地区
西小林地区

内山地区
場　

所

西
ノ
原
農
村
集
会
所

深
草
営
農
研
修
館

西
小
林
地
区
公
民
館

内
山
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

2
月
13
日（
土
曜
）

２
月
14
日（
日
曜
）

２
月
21
日（
日
曜
）

日　

時①
10
時
～
11
時
30
分

②
13
時
～
14
時
30
分

③
18
時
～
19
時
30
分

①
10
時
～
11
時
30
分

②
15
時
～
16
時
30
分

③
18
時
～
19
時
30
分

①
13
時
30
分
～
15
時

◆
地
区
説
明
・
個
別
相
談
会
の
案
内

※
都
合
の
良
い
会
場
・
時
間
帯
に
参
加
く
だ
さ
い

◆
悪
質
な
勧
誘
に
注
意

　

工
事
費
や
通
信
費
が
安
く
な
る
な
ど
、
強
引
に
契
約
を
迫
る
不
審
な
電

話
や
訪
問
を
受
け
た
と
き
は
、
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問

・
企
画
政
策
課　

℡
23
‐
０
４
５
６

・
須
木
庁
舎
地
域
振
興
課　

℡
48
‐
３
１
３
０

　

飲
食
店
お
よ
び
タ
ク
シ
ー
事
業
者
へ
の
支
援
事
業
と
し
て
、
宮
崎
県
タ

ク
シ
ー
協
会
が
実
施
す
る
「
タ
ク
配
Ｅイ

ー

ツ

ａ
ｔ
ｓ
」
の
配
達
料
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

◆
助
成
期
間　

令
和
３
年
３
月
31
日
（
水
曜
）
ま
で

◆
配
達
料
金　

３
０
０
円
（
助
成
後
の
料
金
）

・
予
算
が
無
く
な
り
次
第
助
成
は
終
了
し
ま
す
。

・
料
理
の
代
金
は
別
途
必
要
で
す
。

・
料
理
の
品
数
に
よ
っ
て
は
、
追
加
料
金
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
注
意
事
項

・
注
文
で
き
る
店
舗
は
事
業
加
盟
店
舗
に
限
り
ま
す
。

※
店
舗
は
『
宮
崎
県
タ
ク
シ
ー
協
会
』
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

・
配
達
エ
リ
ア
は
店
舗
か
ら
自
宅
ま
で
概
ね
３
㌔
以
内
。

●
問
・
企
画
政
策
課　

℡
23
‐
０
４
５
６

宮
崎
県
タ
ク
シ
ー
協
会
HP
（https://w

w
w

.m
ztaxi.jp/takuhai

）

タ
ク
シ
ー
が
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
料
理
を
お
届
け
！

「
タ
ク
配
イ
ー
ツ
」
配
達
料
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

歯
科
衛
生
士
の

復
職
支
援
相
談
会

そ　

の　

他


